
中間とりまとめに向けて留意すべき点（給付付き税額控除） 

（第 11 回・第 12 回実務者会議におけるご指摘事項） 

● 支援の対象となる所得の水準の設定

- 支援の対象となる所得の水準

- 支援額が消失する所得の水準

● 子育て世帯への配慮の仕組み

- 個人単位の制度としていることとの整合性

- 児童手当との関係等

● 低所得者に対する制度的な支援の在り方

● 給付に一本化して所得に連動した支援とすることについて

- 「給付付き税額控除」との関係

● 給付の趣旨・性格（税・社会保険料との関係）の対象者への分か

りやすい伝え方 

● 公金受取口座の登録率の向上

● 将来的な方向性について

- 税制における控除の在り方の検討

- 既存の社会保障制度の課題の明確化

● 制度導入後の政策効果の検証（働き控えの緩和等）

● 適切な財源の検討
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